
令和７度　公文書開示（５月決定分）

月
整
理
番
号

請　求
年月日

決　定
年月日

公文書の件名
総
枚
数

開
示

一
部
開
示

不
開
示

不
存
在

存
否
応
答
拒
否

1
号

2
号

3
号

4
号

5
号

6
号

7
号

8
号

9
号

不開示理由等 所管局部課等

1 R7.4.4 R7.5.2
都市整備局、生活文化局、中央卸売市場、産業労働局が締結した準備契約に係る文書（令和２年
度以降）

補正依頼を行ったが、開示請求者から補正回答が
なかったため

総務局総務部
情報公開課

2 R7.3.3 R7.5.2
報道等において、いわゆる「大川原化工機事件」と呼称されている民事訴訟に係る訴訟記録その他
当該訴訟の追行に係る一連の事務処理の過程において警視総監及びその機関が取得し、又は作
成した一切の公文書

4 1 1 1 1

(条例第7条第2号)
特定の個人を識別することができるため
(条例第7条第4号)
犯罪の予防や秩序の維持に支障をきたすおそれ
があるため
(条例第7条第6号)
公にすることにより、警察関係者以外の者が当該
番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察通
信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るため
(条例第7条第6号)
公にすることにより、訟務事案に対する具体的な対
応要領が明らかになり、東京都の争訟事務の適正
な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

総務局総務部
法務課

3 R7.4.21 R7.5.2 一般新聞が配達集金を庁舎内でする場合の入庁許可証（令和7年度） 1 1 1
(条例第7条第2号)
特定の個人を識別することができるため

総務局総務部
総務課

4 R7.4.24 R7.5.8
被告東京都　東京地方裁判所令和○年（行○）第○号公文書非開示決定取消等請求事件の、令和
○年○月○日判決を受けて東京都が作成した控訴に関する文書

1 1
(条例第7条第2号)
特定の個人を識別することができるため

総務局総務部
法務課

5 R7.4.27 R7.5.8
総務局理事(総合法務担当)の職(組織改正前のこれらに相当する職を含む。)に係る事務引継書(最
も直近のものに限る。)

1
実施機関では作成及び取得しておらず、存在しな
いため

総務局総務部
法務課

6 R7.4.27 R7.5.8 総務局訟務担当部長に係る事務引継書(最も直近のものに限る。) 1
実施機関では作成及び取得しておらず、存在しな
いため

総務局総務部
法務課

7 R7.4.24 R7.5.12 令和７年２月28日以降、変更した東京都公文書開示についての規則及び通達の文書 1
実施機関では作成及び取得しておらず、存在しな
いため

総務局総務部
情報公開課

8 R7.3.28 R7.5.13 外郭団体等ＯＢ役員名簿 97 1 1 1 1

(条例第7条第2号)
特定の個人を識別することができるため
(条例第7条第3号)
法人等に係る情報で、公にすることにより法人等
の事業運営上の地位が損なわれると認められるた
め
(条例第7条第6号)
人事管理に関する情報であり、公にすることによ
り、当該法人等の人事事務の適正な遂行に支障を
及ぼすおそれがあり、また、公にすることで、団体
等から都への信頼が損なわれ、都の人事管理事
務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

総務局人事部
人事課

9 R7.3.14 R7.5.13 外郭団体等ＯＢ役員名簿 97 1 1 1 1

(条例第7条第2号)
特定の個人を識別することができるため
(条例第7条第3号)
法人等に係る情報で、公にすることにより法人等
の事業運営上の地位が損なわれると認められるた
め
(条例第7条第6号)
人事管理に関する情報であり、公にすることによ
り、当該法人等の人事事務の適正な遂行に支障を
及ぼすおそれがあり、また、公にすることで、団体
等から都への信頼が損なわれ、都の人事管理事
務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

総務局人事部
人事課
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10 R7.3.14 R7.5.13 外郭団体等ＯＢ役員名簿 97 1 1 1 1

(条例第7条第2号)
特定の個人を識別することができるため
(条例第7条第3号)
法人等に係る情報で、公にすることにより法人等
の事業運営上の地位が損なわれると認められるた
め
(条例第7条第6号)
人事管理に関する情報であり、公にすることによ
り、当該法人等の人事事務の適正な遂行に支障を
及ぼすおそれがあり、また、公にすることで、団体
等から都への信頼が損なわれ、都の人事管理事
務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

総務局人事部
人事課

11 R7.4.30 R7.5.15
原告○○ 被告都
2022年７月、新宿警察署留置されたＡさんの人権侵害
・事件番号及び原告訴訟内容

1
実施機関では作成及び取得しておらず、存在しな
いため

総務局総務部
法務課

12 R7.4.30 R7.5.19
令和２年１月１日から、令和６年12月31日までの５年の間に、東京都が法人に対して交付を決定し
た補助金・助成金について、財務会計システムに入力された支出命令情報の一覧をプリントアウトし
たもの（支出先法人名、事業名、交付額、交付日が分かるもの）。

1
実施機関では作成及び取得しておらず、存在しな
いため

総務局総務部
情報公開課

13 R7.5.13 R7.5.19
５三支土第1736号の14
変更起工書（第三回）御蔵島道路災害防除工事（５三宅の３）
総括書、種別内訳書、代価明細書（全V代価、S代価、SP代価）

169 1
総務局三宅支
庁土木港湾課

14 R7.5.6 R7.5.20
国立国会図書館のインターネット資料収集保存事業（ＷＡＲＰ）に関する国立国会図書館との連絡
調整に関する公文書（現存するものすべて）（都庁総合ホームページ分を除く）

1
実施機関では作成及び取得しておらず、存在しな
いため

総務局総務部
情報公開課

15 R7.5.7 R7.5.21 起案文書（「令和６年度二見港岸壁（－５．０ｍ）緊急補修工事」の緊急起工について） 3 1
総務局小笠原
支庁港湾課

16 R7.5.15 R7.5.28 東京都職員服務規程第13条の運用について（通知） 2 1
総務局人事部
人事課


